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6
監
査
委
員
の
意
見

平
成
20年

８
月
６
日

山
梨
県
知
事
　
横
　
内
　
正
　
明
　
殿

山
梨
県
監
査
委
員
　
横
　
　
森
　
　
良
　
　
照

同
　
　
　
　
　
　
　
中
　
　
込
　
　
孝
　
　
元

同
　
　
　
　
　
　
　
清
　
　
水
　
　
武
　
　
則

同
　
　
　
　
　
　
　
棚
　
　
本
　
　
邦
　
　
由

平
成
19年

度
山
梨
県
公
営
企
業
会
計
の
決
算
審
査
に
つ
い
て

地
方
公
営
企
業
法
第
30条

第
2項
の
規
定
に
基
づ
き
審
査
に
付
さ
れ
た
、
平
成
19年

度
山
梨
県
公
営
企
業
会
計
の
決
算
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。

Ⅰ
審
査
の
対
象

平
成
19年

度
山
梨
県
営
電
気
事
業
会
計

平
成
19年

度
山
梨
県
営
温
泉
事
業
会
計

平
成
19年

度
山
梨
県
営
地
域
振
興
事
業
会
計

平
成
19年

度
山
梨
県
営
病
院
事
業
会
計

Ⅱ
審
査
の
手
続

平
成
19年

度
山
梨
県
公
営
企
業
会
計
の
決
算
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
各
事
業
が
地
方
公
営
企
業
法
そ
の
他
関
係
法
令
に
基
づ
い
て
、
常
に
経
済
性
を
発
揮
し
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
公
共
の
福
祉
を
増

進
す
る
よ
う
運
営
さ
れ
て
い
る
か
、
決
算
書
類
が
経
営
成
績
及
び
財
政
状
態
を
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
、
検
証
す
る
た
め
、
決
算
書
、
決
算
附
属
書
類
、
諸
帳
簿
及
び
証
拠
書
類
等
に
つ

い
て
照
査
し
、
関
係
職
員
か
ら
説
明
を
求
め
、
さ
ら
に
定
例
監
査
及
び
例
月
現
金
出
納
検
査
の
結
果
を
参
考
に
し
て
審
査
を
行
っ
た
。

Ⅲ
審
査
の
結
果
及
び
意
見

各
事
業
会
計
ご
と
の
審
査
の
結
果
及
び
意
見
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
計
に
お
い
て
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。

（
1
）
平
成
1
9
年
度
山
梨
県
営
電
気
事
業
会
計

意
　
　
　
　
　
　
　
見

審
査
に
付
さ
れ
た
決
算
諸
表
は
、
地
方
公
営
企
業
法
及
び
関
係
法
令
等
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
、
事
業
の
経
営
成
績
及
び
財
政
状
態
を
適
正
に
表
示
し
て
い
る
。

事
業
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
事
業
目
的
に
沿
っ
て
概
ね
良
好
に
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
19年

度
の
経
営
状
況
は
、
4億
4,555万

6,000円
の
純
利
益
を
上
げ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
前
年
度
に
比
べ
7,195万

2,278円
の
減
と
な
っ
た
が
、
経
常
収
支
比
率
は
116.2％

で
あ
り
、
健
全
な
経
営
に
努
め
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
19年

度
の
純
利
益
が
前
年
度
よ
り
減
少
し
た
の
は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
と
の
電
力
受
給
契
約
更
改
に
よ
り
電
力
料
金
単
価
が
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
降
水
量
の
減
少
に
伴
う
供
給
電
力

量
の
低
下
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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公
営
電
気
事
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
電
力
小
売
り
の
部
分
自
由
化
や
、
将
来
的
に
は
電
力
の
全
面
自
由
化
も
検
討
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、
ま
す
ま
す
厳
し
い
状
況
が
予
想
さ
れ
る
。

電
気
事
業
の
経
営
に
あ
た
っ
て
は
、
引
き
続
き
既
存
発
電
所
の
改
良
や
修
繕
を
計
画
的
に
進
め
る
と
と
も
に
、
経
営
の
効
率
化
を
図
り
、
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
水
力
発
電
の
安
定
供
給
に
一

層
努
力
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
地
域
振
興
事
業
に
対
す
る
長
期
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
19年

度
に
6,051万

8,424円
が
返
済
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
残
高
は
63億

円
余
と
依
然
と
し
て
多
額
で
あ
る
。

地
域
振
興
事
業
が
抱
え
る
多
額
の
累
積
欠
損
金
、
施
設
・
設
備
の
老
朽
化
に
伴
う
修
繕
費
用
の
増
加
等
の
要
因
を
考
慮
す
る
と
長
期
貸
付
金
の
完
済
に
は
相
当
な
期
間
を
要
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
後
も
、
長
期
貸
付
金
の
償
還
計
画
を
着
実
に
実
現
さ
せ
、
残
高
の
削
減
を
図
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
企
業
管
理
者
と
し
て
地
域
振
興
事
業
の
継
続
性
に
つ
い
て
十
分
な
評
価
を
行
う
な
ど
適
切
に
対

応
さ
れ
た
い
。

（
2
）
平
成
1
9
年
度
山
梨
県
営
温
泉
事
業
会
計

意
　
　
　
　
　
　
　
見

審
査
に
付
さ
れ
た
決
算
諸
表
は
、
地
方
公
営
企
業
法
及
び
関
係
法
令
等
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
、
事
業
の
経
営
成
績
及
び
財
政
状
態
を
適
正
に
表
示
し
て
い
る
。

事
業
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
事
業
目
的
に
沿
っ
て
概
ね
良
好
に
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
19年

度
の
経
営
状
況
は
、
純
利
益
が
前
年
度
に
比
べ
1,552万

7,851円
の
減
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
2,050万

785円
を
確
保
し
、
経
常
収
支
比
率
に
つ
い
て
は
111.1％

と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
19年

度
は
、
給
湯
量
、
温
泉
供
給
収
益
と
も
に
概
ね
横
ば
い
と
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
温
泉
事
業
で
支
弁
す
る
職
員
が
1名
増
加
し
た
こ
と
や
、
源
泉
機
能
回
復
の
た
め
の
調

査
委
託
費
や
原
油
価
格
高
騰
な
ど
に
よ
る
加
熱
費
の
増
加
等
に
よ
り
温
泉
管
理
費
が
増
加
し
た
こ
と
か
ら
、
経
常
収
支
比
率
が
前
年
度
を
17.6ポ

イ
ン
ト
下
回
っ
て
い
る
。

ま
た
、
給
湯
施
設
の
老
朽
化
に
伴
う
送
湯
管
・
配
湯
管
の
敷
設
替
工
事
な
ど
の
投
資
も
引
き
続
き
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
経
営
環
境
に
つ
い
て
楽
観
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

温
泉
事
業
の
経
営
に
あ
た
っ
て
は
、
地
元
市
等
へ
の
事
業
移
管
の
検
討
を
含
め
、
中
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
経
営
の
合
理
化
、
事
業
の
効
率
化
に
な
お
一
層
努
め
る
と
と
も
に
、
温
泉
資
源
の
保
護

と
地
域
振
興
に
更
に
寄
与
す
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

（
3
）
平
成
1
9
年
度
山
梨
県
営
地
域
振
興
事
業
会
計

意
　
　
　
　
　
　
　
見

審
査
に
付
さ
れ
た
決
算
諸
表
は
、
地
方
公
営
企
業
法
及
び
関
係
法
令
等
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
、
事
業
の
経
営
成
績
及
び
財
政
状
態
を
適
正
に
表
示
し
て
い
る
。

事
業
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
事
業
目
的
に
沿
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
16年

4月
か
ら
指
定
管
理
者
制
度
及
び
利
用
料
金
制
の
導
入
に
よ
り
、
民
間
企
業
の
参
画
を
得
た
新
た
な
経
営
・
運
営
体
制
が
発
足
し
た
。
利
用
者
数
は
前
年
度
に
比
べ
て
施
設
全
体
で
は
6,471

人
の
増
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
主
に
レ
ス
ト
ラ
ン
事
業
部
門
の
9,362人

の
増
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
丘
の
公
園
の
主
力
で
あ
る
ゴ
ル
フ
事
業
は
、
3,800人

の
減
で
あ
っ
た
。

営
業
収
益
は
指
定
管
理
者
か
ら
の
納
入
金
等
1億
5,000万

4,054円
で
あ
り
、
営
業
費
用
は
減
価
償
却
費
や
借
地
料
等
2億
3,964万

5,683円
と
な
っ
た
。

こ
の
結
果
、
営
業
損
失
は
8,964万

1,629円
で
は
あ
る
が
、
そ
の
額
は
昨
年
度
よ
り
1,090万

5,533円
圧
縮
さ
れ
た
。
ま
た
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
損
益
勘
定
留
保
資
金
に
よ
る
長
期
借
入
金
の
返
済

が
可
能
と
な
っ
た
。

営
業
損
失
が
削
減
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
当
年
度
純
損
失
は
9,004万

5,050円
を
計
上
し
、
当
年
度
未
処
理
欠
損
金
は
、
31億

5,517万
9,992円

と
依
然
と
し
て
多
額
で
あ
る
。

厳
し
い
経
営
状
況
が
続
く
中
、
多
額
の
累
積
欠
損
金
や
施
設
・
設
備
の
老
朽
化
に
伴
う
修
繕
費
用
の
増
加
等
の
要
因
を
考
慮
す
る
と
、
長
期
借
入
金
の
完
済
に
は
相
当
な
期
間
を
要
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

今
後
も
、
長
期
借
入
金
の
返
済
計
画
を
着
実
に
実
現
し
残
高
の
削
減
を
図
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
様
々
な
角
度
か
ら
地
域
振
興
事
業
の
今
後
の
在
り
方
を
検
討
す
る
な
ど
、
事
業
の
継
続
性
に
つ
い
て

適
切
に
対
応
す
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
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発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

（
4
）
平
成
1
9
年
度
山
梨
県
営
病
院
事
業
会
計

意
　
　
　
　
　
　
　
見

審
査
に
付
さ
れ
た
決
算
諸
表
は
、
地
方
公
営
企
業
法
及
び
関
係
法
令
等
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
、
病
院
事
業
の
経
営
成
績
及
び
財
政
状
態
を
適
正
に
表
示
し
て
い
る
。

病
院
事
業
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
事
業
目
的
に
沿
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
19年

度
の
病
院
事
業
全
体
の
経
営
状
況
は
、
15億

4,551万
8,599円

の
赤
字
と
な
っ
て
い
る
が
、
平
成
18年

度
よ
り
2億
8,644万

8,272円
赤
字
が
減
少
し
て
い
る
。
赤
字
減
少
の
主
な
原
因
は
、

平
成
19年

度
に
お
い
て
、
入
院
患
者
及
び
外
来
患
者
と
も
延
人
数
が
増
え
た
こ
と
に
伴
い
医
業
収
益
が
3億
9,690万

3,695円
増
加
し
た
こ
と
、
及
び
減
価
償
却
費
、
研
究
研
修
費
、
給
与
費
等
の
減
に
よ

り
医
業
費
用
が
1億
3,718万

2,737円
減
少
し
た
た
め
で
あ
る
。

平
成
19年

度
の
赤
字
の
原
因
は
、
医
業
収
益
は
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
中
央
病
院
建
設
に
伴
う
減
価
償
却
費
が
引
き
続
き
多
額
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
32億

7,843万
2,739円

は
、
中
央
病
院
の
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
、
高
度
特
殊
医
療
、
周
産
期
医
療
等
の
経
費
や
企
業
債
償
還
金
に
充
当
さ
れ
て
い
る
。

中
央
病
院
に
お
い
て
は
、
病
院
建
設
に
係
る
平
成
17年

度
の
企
業
債
3億
7,899万

3,412円
を
二
重
起
債
し
た
こ
と
が
発
覚
し
、
全
額
を
返
還
し
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
18年

度
経
費
の
未
払
金
1,849

万
2,825円

の
計
上
漏
れ
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
今
決
算
で
過
年
度
損
益
修
正
損
と
し
て
処
理
し
て
い
る
。
今
後
は
、
経
理
事
務
の
見
直
し
や
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
平
成
18年

度
の
患
者
負
担
金
の
未
収
金
は
、
3億
7,077万

6,565円
で
あ
っ
た
が
、
平
成
19年

度
に
お
い
て
は
4,655万

2,033円
増
加
し
、
4億
1,732万

8,598円
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
公
平

負
担
の
観
点
か
ら
も
未
収
金
の
解
消
に
向
け
て
抜
本
的
な
対
策
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

今
後
の
経
営
見
通
し
は
、
毎
年
多
額
の
減
価
償
却
費
が
生
じ
る
こ
と
や
、
急
速
な
高
齢
化
に
伴
い
医
療
費
を
抑
制
す
る
医
療
制
度
改
革
な
ど
も
あ
り
、
一
層
厳
し
い
状
況
が
続
く
も
の
と
考
え
ら
れ
、

平
成
14年

度
か
ら
平
成
19年

度
ま
で
連
続
6年
間
赤
字
決
算
で
あ
る
こ
と
や
病
床
利
用
率
が
低
迷
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
平
成
21年

度
に
お
い
て
経
営
収
支
の
黒
字
化
を
図
る
と
し
た
「
県
立
中
央
病

院
経
営
改
善
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
計
画
」
の
目
標
達
成
は
、
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

県
立
病
院
の
今
後
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
累
積
赤
字
が
136億

3,839万
2,126円

と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
経
営
形
態
の
検
討
や
実
行
可
能
で
抜
本
的
な
病
院
改
善
計
画
の
策
定
等
を
速
や
か

に
進
め
、
早
期
に
赤
字
体
質
か
ら
脱
却
し
、
経
営
基
盤
を
安
定
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

県
立
病
院
の
目
的
は
、
県
民
の
健
康
保
持
に
必
要
な
よ
り
良
い
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
効
率
的
運
営
と
財
政
の
健
全
化
に
努
め
る
と
と
も
に
、
県
民
医
療
の
中

心
的
役
割
を
担
う
基
幹
病
院
と
し
て
、
県
民
の
期
待
に
十
分
応
え
る
よ
う
一
層
の
努
力
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
20年

4月
25日

付
け
で
、
中
央
病
院
が
甲
府
労
働
基
準
監
督
署
か
ら
時
間
外
勤
務
手
当
の
不
払
い
等
で
是
正
勧
告
を
受
け
た
こ
と
は
、
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。
勧
告
を
受
け
た
事
項
に
つ
い

て
は
速
や
か
に
是
正
す
べ
き
で
あ
る
。


